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第１章 計画の概要

１ 計画策定の趣旨 

市民全ての思いは、高齢者も障がいのある人も、子どもとその家族等も、生き生きと安心して

生活できる福祉社会の実現にあります。 

こうした市民の思いに虹の橋を架けるのが「あいといぴあ1レインボープラン」です。 

市では、令和２年３月に令和２（2020）年度から令和11（2029）年度までの10年間を計

画期間とする狛江市第４次基本構想（以下「基本構想」といいます。）を策定し、狛江市の将来都

市像を 

 

 

といたしました。 

この将来都市像を実現するための土台となり、各分野のまちづくりに共通する次の２つの「ま

ちづくりの視点」を定めました。 

 

 

 

 

 

この「まちづくりの視点」を核として、福祉・保健分野において、 

 

 

 

を目指すものとしています。 

 このようなまちを実現するためには、住み慣れた地域で、ともに支え合いながら、生き生きと

日常生活を過ごすため、地域全体で健康づくりや福祉の課題に取り組んでいくことが大切です。

そのため、複雑化した地域生活課題2を解決し、支援が必要な人に対して必要な支援が届くよう

に、福祉の「支え手側」と「受け手側」に分かれるのではなく、市民、団体、事業者がそれぞれ

役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域づくりを推進するとともに、包括的な

支援体制を整備する必要があるものとしています。 

 このような取組みの方向性は、「あいとぴあレインボープラン」という名称に込められた意味や

地域共生社会を実現するための取組みの方向性と合致するものです。 

 
1 あいとぴあとは、であい・ふれあい・ささえあいの“あい”と“ユートピア”から作られた合成語である。 
2 地域生活課題とは、福祉サービスを必要とする市民及びその世帯が抱える次のような課題をいう。①福祉、②介護、

③介護予防、④保健医療、⑤住まい、⑥就労、⑦教育、⑧防災・防犯、⑨福祉サービスを必要とする市民の地域社会か

らの孤立その他の福祉サービスを必要とする市民が日常生活を営み，あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される

上での各般の課題。（社会福祉法第４条第２項及び狛江市福祉基本条例第 16 条第２項）相談支援を行う中で個別の事例

を解決する際に生じた地域の課題や生活上の課題を集約し、整理することにより、政策上の課題としての「地域生活課

題」となる。 

ともに創る 文化育むまち ～水と緑の狛江～ 

お互いを認め支え合い、ともに創る 

狛江らしさを活かす 

いつまでも健やかに暮らせるまち 
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市では地域共生社会に向けた取組みを着実に推進するため、狛江市福祉基本条例を全部改正

し、本条例を令和２（2020）年７月１日から施行いたしました。 

今後は、狛江市福祉基本条例（令和２年条例第８号）に規定された事項を踏まえ、地域共生社

会の実現に向けた取組みを推進し、「いつまでも健やかに暮らせるまち」を目指してまいります。 

  

また、いわゆる団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22（2040）年には、総人口・現役

世代人口が減少する中で、全国的には高齢者人口がピークを迎えるとともに、介護ニーズの高い

85歳以上人口が急速に増加することが見込まれます。狛江市においては、85歳以上人口の増加

は見込まれないものの、75歳以上人口の増加が見込まれるとともに、介護サービスの利用者の増

加も見込まれます。そのため、市の状況に応じた介護サービス基盤の整備が重要です。また、世

帯主が高齢者の単独世帯や夫婦のみの世帯の増加、認知症の方の増加が見込まれるなど介護サー

ビス需要が更に増加・多様化することが想定される一方、現役世代の減少が顕著となり、地域の

高齢者介護を支える人的基盤の確保が重要となります。そのため、地域共生社会の実現に向けた

取組みの中で、高齢者が地域の中で元気に活躍できる機会づくりや仕組みづくりを進めるととも

に、生涯を通じた健康づくり等を進めていく必要があります。 

 

さらに、障がいのある人や、様々な問題を抱え孤立しがちな人、生活に困窮している人、権利

擁護支援が必要な人等が地域の中で生き生きと生活できるよう、生活の安定や自立、就労等に対

する課題について、課題を抱える本人の意思を尊重し、きめ細かなサービスの提供等、市民、団

体、事業者、関係機関、行政が一体となって取り組んでいく必要があります。 

 

また、施策の展開に当たっては、新型コロナウイルスを含め新たな感染症を想定した新しい生

活様式や、激甚化する気象災害、切迫する巨大地震への対応等にも配慮する必要があります。 

 

このような背景を踏まえ、下表の計画（以下「本計画」といいます。）を一体的に策定します。 

表１-１ 計画名称と計画期間 

計画名称 計画期間 

あいとぴあレインボープラン狛江市第４次地域福祉計画（以下「第４次地

域福祉計画」といいます。） 

平成30（2018）年度から令

和５（2023）年度まで 

あいとぴあレインボープラン狛江市高齢者保健福祉計画・第８期介護保

険事業計画（以下「高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画」と

いいます。） 

令和３（2021）年度から令和

５（2023）年度まで 

あいとぴあレインボープラン狛江市障がい者計画・第６期障がい福祉計

画・第２期障がい児福祉計画（以下「障がい者計画・第６期障がい福祉計

画・第２期障がい児福祉計画」といいます。） 

あいとぴあレインボープラン狛江市第１期成年後見制度利用促進事業計

画（以下「第１期成年後見制度利用促進事業計画」といいます。） 
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２ 計画の位置付け 

（１）基本構想及び前期基本計画との関係 

基本構想に基づく８つのまちの姿のうち、福祉・保健分野における「いつまでも健やかに

暮らせるまち」を実現するため、令和２（2020）年度から令和６（2024）年度までの５

年間を計画期間とする前期基本計画において、下表のとおり５つの施策を定めるとともに、

各施策を推進するため、18の方向性を定めています。 

第４次地域福祉計画、高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画及び障がい者計画・

第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画は、主として下表のとおり５つの施策及び

18の方向性を具体化する計画となります。 

表１-２ 前期基本計画と関連計画 

施策 方向性 関連計画 

施策５－① 
地域共生社会

づくりの推進 

１ 地域で支え合う仕組みづくり ★ 

第４次地域福祉計画 
２ 分野横断的な相談支援体制の構築 ★ 

３ 多職種連携による包括的な支援 ★ 

４ 社会参加・生きがいづくりの推進 ★ 

施策５－② 
健康づくりの推

進 

１ 健康意識の向上と支援 ★ 
（一部） 

高齢者保健福祉計画・第８期介

護保険事業計画 

２ 心の健康づくり  

３ 地域医療体制の充実  

４ 疾病予防対策の充実  

施策５－③ 
高齢者への支

援 

１ 支え合い体制の構築  

高齢者保健福祉計画・第８期介

護保険事業計画 

２ 地域で暮らすための生活支援 ★ 

３ 介護予防・生きがいづくり  

４ 
地域におけるアクティブシニアの活躍

の推進 
 

施策５－④ 
障がい者への

支援 

１ 地域で暮らし続けるための環境整備 ★ 
障がい者計画・第６期障がい福

祉計画・第２期障がい児福祉計

画 

２ 
複合的な課題に対応できる相談体制

の強化 
 

３ 社会参加・就労の促進  

施策５－⑤ 
生活困窮者へ

の支援 

１ 相談・支援体制の充実  

第４次地域福祉計画 ２ 適性に応じた就労・自立への支援  

３ 子どもの貧困の連鎖の防止 ★ 

★は重点化する方向性 
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（２）法令等との関係 

   本計画の各計画と法令等との関係は次のとおりです。 

表１-３ 本計画の各計画と関連法令等との関係 

計画名 関連法令等 

第４次地域福祉計画 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第107条に規定されている市

町村地域福祉計画 

高齢者保健福祉計画・第８期介護

保険事業計画 

・老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の８第１項に規定

されている市町村老人福祉計画 

・介護保険法（平成９年法律第123号）第117条第１項に規定され

ている市町村介護保険事業計画 

障がい者計画・第６期障がい福祉

計画・第２期障がい児福祉計画3 

・障害者基本法（昭和45年法律第84号）第11条第３項に規定され

ている市町村障害者計画 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」といいま

す。）第88条第１項に規定されている市町村障害福祉計画 

・児童福祉法（昭和22年法律第164号）第33条の20第１項に規定

されている市町村障害児福祉計画 

調布市、日野市、狛江市、多摩

市、稲城市成年後見制度利用促

進基本計画（以下「共通計画」とい

います。）     ＋ 

第１期成年後見制度利用促進事

業計画 

成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成28年法律第29

号。以下「成年後見制度利用促進法」といいます。）第14条第１項

に規定されている当該市町村の区域における成年後見制度の利

用の促進に関する施策についての基本的な計画 

なお、市では、高齢者保健福祉計画と第８期介護保険事業計画が相互に連携することによ

り、総合的な高齢者保健福祉施策の展開が期待されることから、両計画を一体的に策定しま

した。同様に障がい者計画、第６期障がい福祉計画及び第２期障がい児福祉計画が相互に連

携することにより、総合的な障がい者（児）福祉施策の展開が期待されることから、３計画

を一体的に策定しました。 

 

（３）第４次地域福祉計画と福祉に関わる対象者別計画等との関係 

第４次地域福祉計画は、福祉・健康に関わる対象者別計画（高齢者保健福祉計画・第８期

介護保険事業計画、障がい者計画・第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画、第１

期成年後見制度利用促進事業計画、第２期 こまえ子ども・若者応援プラン、健康こまえ21

（第２次）、狛江市食育推進計画（第２次）、狛江市特定健康診査等実施計画、いのち支える

狛江市自殺対策計画等の上位計画として対象者別計画をつなぎ、各施策が地域で円滑に推進

 
3  この計画では「障害」の表記については、「害」の字は負のイメージが強いため、原則として「障がい」の表記を使

用することとする。ただし、固有名詞等ひらがな表記とすることにより、その言葉の持つ意味が失われたり誤解され

たりするおそれがある言葉については「障害」の表記を使用することとする。 
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されるよう、共通して取り組むべき事項を定める計画であり、市民、自治会・町内会等の地

域組織、各種団体、狛江市社会福祉協議会（以下「社会福祉協議会」といいます。）、サービ

ス事業者、企業、行政等が協働して、地域福祉を推進していく指針となります。（図１-１） 
図１-１ 計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

狛江市第４次基本構想 令和２（2020）年度-令和 11（2029）年度 

狛江市前期基本計画 令和２（2020）年度-令和６（2024）年度 

狛江市第４次地域福祉計画 平成 30(2018)年度～令和５(2023)年度 
◆社会福祉法第 107 条第１項に規定する「市町村地域福祉計画」 

共通して取り組むべき事項を定める計画 

調
布
市
、
日
野
市
、
狛
江
市
、
多
摩
市
、
稲
城
市 

成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計
画 

令
和
２
（ 2020

）年
度
～
令
和
５
（ 2023

）年
度 

対象者別計画 

狛江市高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画 令和３（2021）年度～令和５（2023）年度 

１．市町村老人福祉計画（老人福祉法）、２．市町村介護保険事業計画（介護保険法） 

狛江市障がい者計画・第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画 令和３（2021）年度～令和５（2023）年度 

１．市町村障害者計画（障害者基本法）、２．市町村障害福祉計画（障害者総合支援法）、３．市町村障害児福祉計画（児童福祉法） 

 
狛江市第１期成年後見制度利用促進事業計画 令和３（2021）年度～令和５（2023）年度（2023）年度 

市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画（成年後見制度利用促進法） 

 
狛江市第２期こまえ子ども・若者応援プラン 令和２（2020）年度～令和６（2024）年度 

１.市町村子ども・子育て支援事業計画（子ども・子育て支援法）、２.次世代育成支援市町村行動計画（次世代育成支援対策推進法）、３.市町村子ども・若者計画（子ども・若者育成支援推進法）  

健康こまえ 21（第２次） 平成 27（2015）年度～令和６（2024）年度 市町村健康増進計画（健康増進法（平成 14 年法律第 103 号））  

狛江市特定健康診査等実施計画 平成 30（2018）年度～令和５（2023）年度 

特定健康診査等実施計画（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）） 

 
狛江市食育推進計画（第２次） 平成 29（2017）年度～令和６（2024）年度 市町村食育推進計画（食育基本法（平成 17 年法律第 63 号） 

いのち支える狛江市自殺対策計画  令和２（2015）年度～令和６（2024）年度 市町村自殺対策計画（自殺対策基本法（平成 18 年法律第 85 号））  

等 

連携・協働 

狛江市社会福祉協議会第３次地域福祉活動計画             平成 30（2018）年度 ～ 令和５（2023）年度 

◆社会福祉法第 109 条第１項第３号の規定（社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、

調整及び助成）により社会福祉協議会が策定する計画 

◆地域福祉計画と連携・協働し、地域住民及び福祉、保健等の関係団体が地域福祉推進に主体的に関わる

ための具体的な活動の計画。すなわち地域住民やボランティア、当事者等が主体的に参加し、地域社会を

基盤にして進めていく地域福祉を、どのように推進していくかをまとめたもの 
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３ 計画期間 

 

第４次地域福祉計画は、計画期間を平成30（2018）年度から令和５（2023）年度まで

の６年間とします。ただし、関連する他の計画との整合や社会情勢及び法改正の状況等を踏

まえ、令和３（2021）年３月に計画内容の中間見直しを行いました。 

高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画、障がい者計画・第６期障がい福祉計画・

第２期障がい児福祉計画及び第１期成年後見制度利用促進事業計画については、計画期間を

令和３（2021）年度から令和５年（2023）年度までの３年間とします。（図１-２） 

 

図１-２ 計画の期間 
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４ 策定体制 

（１）市民意識調査等の実施 

市内に在住する市民（子どもを含む。）、高齢者及び障がい者を対象に、その生活実態を把

握するとともに、福祉に対する意識や意見を把握するために実施しました。 

併せて、障がい者及び支援団体等の課題を把握するため障がい者支援団体等を対象にヒア

リングを行いました。なお、第４次地域福祉計画策定時には、団体活動の現状や課題等を把

握するため民生委員・児童委員、町会・自治会等の福祉の担い手を対象に、子どもの育ち・

発達支援に関する現状や課題等を把握するためヒアリングを行っております。 

（２）地域別住民懇談会の開催 

第４次地域福祉計画策定時には、市と社会福祉協議会の共催で日常生活圏域4である３地域

ごとに住民懇談会を実施しました。地域での課題、課題解決のためにできること・必要な支

援について意見をいただきました。 

（３）市民説明会・パブリックコメントの実施 

計画素案について、市民からの意見等を幅広く募集するため、市民説明会及びパブリック

コメントを実施しました。 

（４）附属機関等における調査・審議 

狛江市市民福祉推進委員会を中心に計画に係る調査・審議を行いました。（図１-３） 

図１-３ 計画の策定体制 

 

 
4 市町村介護保険計画において、地理的条件、人口、交通事情などを勘案して定める区域のことをいい、国では概ね

30 分以内に必要なサービスが提供される区域としている。狛江市では、第２編第１章第１節２（１）のとおり、あ

いとぴあエリア、こまえ苑エリア、こまえ正吉苑エリアの３つを日常生活圏域としている。 




